
※裏面のA3（横）版もご利用ください。
●ごみの収集に関するお問合せは高砂市エコクリーンピアはりままで　☎079-448-5220　FAX079-448-5338

高砂A地区
一般家庭用ごみ収集日程表ごみ収集日程表
該当地区 ・南材木町・材木町・高瀬町・東宮町・北本町・南浜町・狩網町・藍屋町・戎町・南本町・向島町

・西宮町　・船頭町・田町　・東浜町・猟師町・清水町・今津町・西畑１～４丁目

※各地区の収集日を確認し、透明、または半透明の袋で、当日の 午前8時まで に指定のごみステーションに出してください。
※ご近所等に迷惑となりますので、下の収集日以外（特に年末年始）にごみを出さないようにお願いします。

収 集 日 収　集　地　区

・南材木町 ・材木町 ・高瀬町 ・東宮町 ・北本町 ・南浜町
・狩網町 ・藍屋町 ・戎町 ・南本町 ・向島町 ・西宮町
・船頭町 ・田町 ・東浜町 ・猟師町 ・清水町 ・今津町
・西畑１～４丁目

毎週　月・木

燃やすごみ（週２回）

●年末最後・年始最初の収集日については、未確定のため、広報たかさご12月号・1月号等でお知らせします。

燃やさないごみ（月1回）

収　集　地　区 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・南材木町 ・材木町 ・高瀬町 ・東宮町
・北本町 ・南浜町 ・狩網町 ・藍屋町
・戎町 ・南本町 ・向島町 ・西宮町
・船頭町 ・田町 ・東浜町 ・猟師町
・清水町 ・今津町 ・西畑１～４丁目

日11 日9 日13 13日11 日8 日12 日 日14 日12 日16 日13 日12

収　集　地　区 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂A地区 日4 日2 日4 日5日6 日7日3日1 日5 日6 日5日9

収　集　地　区 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂A地区 日19 日24 日21 日19 日20日16 日18 日20 日24 日21日15 日20

収　集　地　区 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂A地区 日3 日6 日10

粗大ごみ（月1回）

あきかん（月1回）

あきびん・ペットボトル（月1回）

廃乾電池・ボタン電池（年3回）

紙類・布類（月1回） ※収集場所はあきびん・ペットボトルのステーションです。

収　集　地　区 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高砂A地区 日28 日26 日23 日28 日25 日22 日27 日24 日22 日26 日23 日22

収　集　地　区 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・南材木町 ・材木町 ・高瀬町 ・東宮町
・北本町 ・南浜町 ・狩網町 ・藍屋町
・戎町 ・南本町 ・向島町 ・西宮町
・船頭町 ・田町 ・東浜町 ・猟師町
・清水町 ・今津町 ・西畑１～４丁目

日25 日23 日27 日25 日22 日26 日24 日28 日26 日30 日27 日26

保存版
2023年4月から
2024年3月まで

重要なお知らせ

●対象となるごみ
「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」

●指定ごみ袋制度とは

　指定ごみ袋制度とは、家庭からのごみを排出する際に使用するごみ袋の規格（大きさ・色・形）、ごみの種類などを市が定め、指定

されたごみ袋により排出されたものを収集する制度であり、ごみの適正排出や分別徹底によるごみ処理量の削減に効果があります。

●指定ごみ袋についてのQ&A
Q. なぜ指定ごみ袋制度を導入するの ?
A. ごみの適正排出と分別徹底により、環境負荷の低減とごみ処理量の削減を図るためです。

Q. 指定ごみ袋はどこで販売されるの ?
A. スーパーマーケットやホームセンター、ドラッグストア等で令和5年10月頃から販売される予定です。

Q. 指定ごみ袋以外で出すとどうなるの？
A. 収集できません。高砂市の指定ごみ袋で再度排出してください。

Q. 移行期間はいつから始まるの？

A. 令和 5年 10 月から令和 6年 2月末までが移行期間です。移行期間中は、ご家庭にある従来のごみ袋でも使用
　 できますが、完全実施となる令和 6年 3月以降は指定ごみ袋をご使用ください。

指定ごみ袋制度が始まります！令和6年
 3月1日～

●開始はいつから？

※指定ごみ袋は、移行期間である令和5年1０月頃から市内の
　スーパーなどで販売される予定です。

移行期間　令和5年10月～令和6年2月末日

完全実施 令和6年3月1日～

別途パンフレットの配布等について
指定ごみ袋制度について詳しく記載したパンフレットを市民のみなさんに全戸配布してお知らせするとともに、
広報たかさごでもお知らせして周知を図ります。（パンフレットの配布 : 令和5年11月～12月頃に全戸配布予定）

ごみの有料化制度ではありません

　ごみ袋の販売価格にごみ処理費用を上乗せする「ごみの有料化」では

ありません。

　指定ごみ袋は、市販のごみ袋と同程度の価格で、スーパーマーケットや

ホームセンター等で販売される予定です。
※指定ごみ袋は、市から各ご家庭に配布するものではありません。また、指定ごみ袋の販売価格は、
　袋に印字等を行うため、市販のごみ袋よりも若干高くなる可能性があります。

●指定ごみ袋の色・印字色●指定ごみ袋の容量・形状

●45リットル（大）
●30リットル（中）
●15リットル（小）

ごみ袋の容量

●一般的な「平袋」
●持ち運びしやすく縛り
　やすい「取っ手付き袋」

ごみ袋の形状

●袋の色：黄色半透明
●印字色 : 赤色

燃やすごみ

●袋の色：無色透明
●印字色：深緑色

燃やさないごみ

注目

平袋
大・中・小
3サイズ

取っ手付き
大・中・小
3サイズ

来年



※各地区の収集日を確認し、透明、または半透明の袋で、当日の 午前8時まで に指定のごみステーションに出してください。
※ご近所等に迷惑となりますので、下の収集日以外（特に年末年始）にごみを出さないようにお願いします。

燃やさないごみ（月1回）・粗大ごみ（月1回）

あきかん（月1回）、あきびん・ペットボトル（月1回）、廃乾電池・ボタン電池（年3回）

紙類・布類（月1回） ※収集場所はあきびん・ペットボトルのステーションです。

・南材木町 ・材木町 ・高瀬町 ・東宮町 ・北本町 ・南浜町 ・狩網町 ・藍屋町 ・戎町 
・南本町 ・向島町 ・西宮町 ・船頭町 ・田町 ・東浜町 ・猟師町 ・清水町 ・今津町
・西畑１～４丁目毎週 月・木

高砂A地区
該当地区 ・南材木町・材木町・高瀬町・東宮町・北本町・南浜町・狩網町・藍屋町・戎町・南本町・向島町

・西宮町　・船頭町・田町　・東浜町・猟師町・清水町・今津町・西畑１～４丁目
燃やすごみ（週２回）

あきかん

廃乾電池
ボタン電池

あきびん
ペットボトル

保 存 版
2023年4月～2024年3月分

2023年度一般家庭用ごみ収集日程表

●年末最後・年始最初の収集日については、未確定のため、広報たかさご12月号・1月号等でお知らせします。

収　集　地　区種　類
・南材木町 ・材木町 ・高瀬町 ・東宮町 ・北本町 ・南浜町 ・狩網町
・藍屋町 ・戎町 ・南本町 ・向島町 ・西宮町 ・船頭町 ・田町
・東浜町 ・猟師町 ・清水町 ・今津町 ・西畑１～４丁目燃やさないごみ

日25 日23 日27 日25 日22 日26 日24 日28 日26 日30 日27 日26

収　集　地　区種　類

日28 日26 日23 日28 日25 日22 日27 日24 日22 日26 日23 日22

収　集　地　区種　類

高砂A地区

高砂A地区

高砂A地区

高砂A地区

日4 日2 日4 日5日6 日6 日5日7日3日1 日5 日9

日19 日24 日21 日19 日16 日20 日18 日20 日24 日21日15 日20

日3 日6 日10

収　集　地　区種　類
・南材木町 ・材木町 ・高瀬町 ・東宮町 ・北本町 ・南浜町 ・狩網町
・藍屋町 ・戎町 ・南本町 ・向島町 ・西宮町 ・船頭町 ・田町
・東浜町 ・猟師町 ・清水町 ・今津町 ・西畑１～４丁目

粗大ごみ 日11 日9 日13 日11 日8 日12 日13 日14 日12 日16 日13 日12

紙類・布類

●ごみの収集に関するお問合せは高砂市エコクリーンピアはりままで　☎079-448-5220   FAX079-448-5338

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


